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全５枚

この協定は、災害時に停電や断水、下水道配管の損傷により水洗トイレが使用で

きなくなった場合、仮設トイレを多く設置することで、し尿が平常時よりも多く発

生することが想定されることから、茨城県環境保全協会の協力を得て、円滑な災害

し尿等の収集運搬を行うことを目的としたものです。

【協定名】

災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定

【締結日】

令和４年５月30日（月）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、締結式は省略しました。

【その他】

協定の内容については、別紙をご覧ください。

一般社団法人茨城県環境保全協会と災害時における

災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定を締結しました



 

 

 

 

 

災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

つ く ば 市 

一般社団法人 茨城県環境保全協会 



災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定書（案） 

 

つくば市（以下「甲」という。）と一般社団法人茨城県環境保全協会（以下「乙」

という。）は、災害発生時におけるし尿、浄化槽汚泥及び災害廃棄物等の収集運搬

の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、つくば市内において風水害、地震等大規模災害（以下「災害」

という。）が発生した場合に、し尿、浄化槽汚泥及び災害廃棄物等（以下「災害

し尿等」という。）の収集運搬に関し、甲が乙に協力を要請するに当たっての必

要な事項を定める。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害の発生時、災害し尿等業務のために乙の会員の有する技術、労

力及び資機材が必要と判断したときは、乙に対して応急活動の協力を要請するこ

とができる。 

２ 甲は、要請に当たり、要請書（様式）を乙に提出する。ただし、緊急を要する

場合は、口頭、電話等により要請し、その後速やかに要請書を提供することがで

きる。 

(1) 災害の状況及び協力の要する理由 

(2) 協力を必要とする人員、資機材等 

(3) 協力を必要とする場所 

(4) 協力を必要とする活動内容の概要 

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（災害し尿等の収集運搬の実施） 

第３条 乙は、甲から前条第１項の要請をうけたときは、必要な人員、車両及び資

機材を調達し、甲が実施するし尿等の収集運搬に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、甲の指示に従い、災害し尿等の収集運搬を実施するものとする。 

 



（情報の提供） 

第４条 甲は、災害し尿等の収集運搬に円滑な協力が得られるように、乙に被災、

復旧の状況等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害し尿等の収集運搬に関し協力が可能な会員の状況を甲に文書で報告

する。 

 

（実施の報告） 

第５条 乙は、災害し尿等の収集運搬を実施したときは、次の各号に掲げる事項を

文書で甲に報告する。 

（1） 活動内容 

（2） 活動場所 

（3） その他必要な事項 

 

（費用の負担） 

第６条 乙が第２条第１項の要請により実施する災害し尿等の収集運搬については、

原則として無償で実施するものとする。ただし、当該事業に要する費用が無償で

実施する程度の範囲を超え、著しく高額になるときは、その費用の負担について、

甲・乙が協議の上、決定する。 

 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互に連

絡体制を確認し、変更が生じた際は、速やかに報告する。 

 

 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項について

は、その都度甲及び乙が協議して定める。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定書は、甲・乙いずれかから協定を終了する旨の申し出がない限り



継続する。 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各

１通を保有する。 

 

令和４年５月30日 

   

            甲 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市 

つくば市長 五 十 嵐 立 青  

 

乙 茨城県水戸市平須町1828番地192    

一般社団法人茨城県環境保全協会 

              理 事 長  秋 山 勝 広   

 


